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各校サッカー部顧問  　協会派遣審判員

１． 令和７年１１月９日（日）・１４日（金）・１５日（土）・１７日（月）・１８日（火）　

２． 松本市サッカー場、かりがねサッカー場、あがた運動公園多目的広場、松本国際中・高総合グラウンド

筑北村サッカー場

３． 登録は２５名。ベンチ入りは登録選手20名、スタッフ7名（生徒マネージャーも含む）の計27名とする。

４． ①令和７年度日本サッカー協会規定の競技規則による。

②選手の交代は最大９名の中から６名が認められる。回数は４回（ハーフタイム除く）までとする。

③延長戦に入った場合、交代人数は１名追加できる。また、交代回数は１回足すことができる。

延長戦開始前および延長戦のハーフタイムの交代は回数に入らない。脳震盪の交代は認める。

④退場を命じられた選手及び今大会中に２度の警告を受けた選手は次の１試合に出場できない。

５． ①トーナメント方式80分ゲーム（インターバル10分）、決しない場合は20分の延長を行う。（インターバル３分）

なお決しない場合はPK方式により次回進出チームを決定する。（インターバル３分）

６． ①メンバー用紙の提出は試合開始70分前とする。（３部提出）

②試合球は本部で用意する。（モルテンペレーダ5000を使用）

③登録の変更は、自チーム最初の試合のメンバー表提出時までとし選手登録変更願を提出する。

・背番号の変更は認めない。認知書への朱書き訂正は本部役員が行う。

④前の試合が延長・PKなどで遅れたときは、前試合終了15分後にキックオフとする。

⑤ユニフォームは必ず異色のものを２種類用意すること。背番号は１～25番とする。

・主将はアームバンドを着用すること。学校名や個人名、スローガンが表記されているものは不可。

・キャプテンオンリーは適用しない。

⑥貴重品は各チームで責任を持って管理すること。また紙くず、空き缶などのゴミは各校で持ち帰ること。

⑦ベンチは番号の若いチームが本部からグラウンドに向かって左側とする。

⑧キックオフ５分前に本部前に集合し、用具点検・セレモニーを行う。

⑨県大会に出場する６チームを決める大会のため表彰式は行わない。

７． 県大会出場チームは、18日（火）までに参加費（一人1,000円）を本部に提出すること。

申込書は中信高体連サッカー専門部委員長の豊科高校西村にｍａｉｌで18日（火）までに申し込むこと。
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令和７年度　長野県高等学校新人体育大会サッカー競技　中信大会
令和７年11月９日(日)・1４日(金)・1５日(土)・1７日(月)・１８日(火)
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【会場】 A:松本市サッカー場　　B:かりがねサッカー場　　C:あがた運動公園多目的広場　　D:松本国際中・高総合グラウンド　　E:筑北村サッカー場
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